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農林水産物・食品の輸出促進の意義

●日本国内のマ ケットは縮小するおそれ背景

●農林水産物・食品の輸出は、多様な意義を有している。

●日本国内のマーケットは縮小するおそれ
－我が国の少子高齢化社会の到来

●他方、海外には今後伸びていくと考えられる有望なマーケットが存在。
世界的な日本食ブ ムの広がり

背景

－世界的な日本食ブームの広がり
－アジア諸国等における経済発展に伴う富裕層の増加、人口増加

（産地・地域にとってのメリット）
●農林水産物・食品の新たな販路拡大、所得の向上
●国内価格下落に対するリスクの軽減

意義

●国内価格下落に対するリスクの軽減
●海外輸出を通じた国内ブランド価値の向上、経営に対する意識改革
●地域経済の活性化

（国民全体にとってのメリット）
●生産量の増加による食料自給率の向上、食料安全保障への貢献
●我が国の輸出入バランスの改善
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●我が国の輸出入バランスの改善
●日本食文化の海外への普及、世界各国の人々の対日理解の増進



農林水産物・食品の輸出額の推移

6000 40 0%600

●目標 ： 農林水産物・食品の輸出額につき、平成２９年までに１兆円水準を目指す。
●減少傾向で推移していた農林水産物・食品の輸出額は、平成２１年秋以降、回復傾向。
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※上段：輸出額（億円）、下段：対前年同月比
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117.3% 119.7% 102.3%
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農林水産物・食品の輸出額の品目別内訳

●農林水産物・食品の輸出額を品目別でみると、水産物が約４割、加工食品が約３割を占める。

（平成 年）
（単位：億円）

水産調製品
475億円
（10.7%）

※カッコ内は輸出額
に占める割合

（平成２１年） 平成２０年 平成２１年 増減率

農林水産物 5,078 4,454 ▲12.3%

農産物 2,883 2,637 ▲8.5%

加工食品
1,225億円
（27.5%）

加工食品 1,308 1,225 ▲6.4%

畜産品 342 351 2.7%

穀粉等 245 195 ▲20.2%

総額
4 454億円 農産物

水産物
1,724億円
（38.7%）

野菜・果実等 205 164 ▲19.8%

その他農産物 784 702 ▲10.4%

林産物 118 93 ▲21.3%4,454億円 農産物
2,637億円
（59.2%）

畜産品
351億円
（7 9%）

林産物

水産物
（調製品除く）

1,250億円
（28.1%）

水産物 2,077 1,724 ▲17.0%

水産物（調製品以外） 1,574 1,250 ▲20.6%

水産調製品 503 475 ▲5 6%（7.9%）

穀粉等
195億円
（4.4%）

その他

93億円
（2.1%）

水産調製品 503 475 ▲5.6%

農林水産物（※３品目除く） 4,312 3,843 ▲10.9%

総輸出額 810,181 541,706 ▲33.1%

乗用車 119 466 57 971 ▲51 5%
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野菜・果実等
164億円
（3.7%）

その他
702億円
（15.8%）

資料：財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

※「３品目除く」の「３品目」とは、アルコール飲料、たばこ、真珠。

乗用車 119,466 57,971 ▲51.5%



主な品目の輸出額の動向

●主な品目の輸出額の動向は以下のとおり。

品目名
対前年比平成２１年平成２０年

金額（千円） 金額（千円） 数量 金額

牛肉 KG 581,810 4,053,718 KG 565,391 3,772,884 ▲2.8% ▲6.9%

粉乳 KG 4 036 284 4 812 812 KG 8 855 582 12 415 935 119 4% 158 0%

品目名
数量 数量

粉乳 KG 4,036,284 4,812,812 KG 8,855,582 12,415,935 119.4% 158.0%

植木等 - - 5,241,665 - - 4,469,201 - ▲14.7%

ながいも等 KG 6,320,494 2,075,074 KG 6,070,994 1,789,817 ▲3.9% ▲13.7%

りんご KG 25 162 682 7 376 848 KG 20 929 113 5 416 472 ▲16 8% ▲26 6%りんご KG 25,162,682 7,376,848 KG 20,929,113 5,416,472 ▲16.8% ▲26.6%

なし KG 1,520,712 666,657 KG 1,682,520 678,509 10.6% 1.8%

緑茶 KG 1,700,745 3,344,151 KG 1,958,206 3,422,448 15.1% 2.3%

米（援助米除く） MT 1,294 640,523 MT 1,312 544,603 1.4% ▲15.0%

アルコール飲料 L 45,216,107 16,770,876 L 44,289,584 15,399,083 ▲2.0% ▲8.2%

かつお類（生・蔵・凍） KG 58,173,324 10,121,927 KG 21,829,986 2,191,470 ▲62.5% ▲78.3%

さば（冷蔵・冷凍） KG 133,098,175 14,841,687 KG 84,051,881 7,490,499 ▲36.8% ▲49.5%

さんま（冷凍） KG 57,093,371 4,607,413 KG 75,436,128 4,968,331 32.1% 7.8%

すけとうたら（生・蔵・凍） KG 38 726 427 7 129 087 KG 74 468 629 9 459 122 92 3% 32 7%
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すけとうたら（生 蔵 凍） KG 38,726,427 7,129,087 KG 74,468,629 9,459,122 92.3% 32.7%

ぶり（生・蔵・凍） KG 2,505,479 3,879,293 KG 3,510,318 5,513,168 40.1% 42.1%



農林水産物・食品の輸出額の国・地域別内訳

●農林水産物・食品の輸出額を輸出先国・地域別でみると、アジアが約７割、北米が約２割を占める。
●国・地域別順位は、１位香港、２位米国、３位台湾、４位中国、５位韓国。

（億円）

香港

ＥＵ
242億円
（5.4%） ※カッコ内は輸出額

に占める割合

（平成２１年）
（億円）

平成２０年 平成２１年 増減率

世界 5,078 4,454 ▲12.3%

アジア 3,547 3,145 ▲11.3%

香港 1 053 991 ▲5 8%

ヨーロッパ
317億円
（7.1%）

香港
991億円
（22.2%）

香港 1,053 991 ▲5.8%

　台湾 692 585 ▲15.5%

　中国 450 465 3.4%

　韓国 528 458 ▲13.2%

　ＡＳＥＡＮ 715 554 ▲22.5%

　　タイ 282 181 ▲35.9%

シンガポ ル 127 124 ▲2 2%

アジア

北米
782億円
（17.5%）

米国
731億円
（16.4%） 総額

4 454億円

　シンガポール 127 124 ▲2.2%

　　ベトナム 126 119 ▲5.1%

　　フィリピン 77 50 ▲34.7%

　　マレーシア 48 40 ▲16.7%

　　インドネシア 54 38 ▲29.1%

　ＧＣＣ 70 60 ▲15.2%アジア
3,145億円
（70.6%）

台湾
585億円
（13.1%）

4,454億円 　　ＵＡＥ 43 35 ▲18.4%
北米 902 782 ▲13.4%
　米国 836 731 ▲12.7%
　カナダ 57 45 ▲21.3%
欧州 373 317 ▲15.1%
　ＥＵ 290 242 ▲16.6%

韓国

中国
465億円

ベトナム
119億円
（2.7%）

　ドイツ 55 48 ▲12.7%
　　英国 55 44 ▲19.5%
　　オランダ 53 44 ▲18.5%
　　フランス 40 41 2.0%
　ロシア 53 48 ▲8.6%
大洋州 136 122 ▲10.4%
豪
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韓国
458億円
（10.3%）

465億円
（10.4%）

タイ
181億円
（4.1%）

シンガポール
124億円
（2.8%）

資料：財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

豪州 57 55 ▲5.1%
　ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ 31 26 ▲15.5%
アフリカ 83 57 ▲31.6%
南米 37 33 ▲11.6%



我が国農林水産物・食品の総合的な輸出戦略

●「我が国農林水産物・食品の総合的な輸出戦略」（農林水産物等輸出促進全国協議会了承）に基づく４本柱
に沿って、官民が連携した戦略的な取組を推進。

①輸出環境の整備①輸出環境の整備①輸出環境の整備①輸出環境の整備
国として相手国政府に対する検疫等のルールの改善の要請等に取り組みます。

・検疫問題の解決、輸出検査体制の強化
輸出に係る証明書の円滑な発行 等・輸出に係る証明書の円滑な発行 等

②品目、国・地域別の戦略的な輸出対策②品目、国・地域別の戦略的な輸出対策

輸出促進を図る品目と国・地域の重点化を図ります。

・特定重点品目と特定重点地域の設定
・知的財産戦略・ブランド戦略の推進 等

③意欲ある農林漁業者等に対する支援③意欲ある農林漁業者等に対する支援③意欲ある農林漁業者等に対する支援③意欲ある農林漁業者等に対する支援
輸出意欲のある農林漁業者等の活動に対して、きめ細やかな支援を行います。

・国内外バイヤーとの商談機会の提供
・丁寧な相談体制の充実 等丁寧な相談体制 充実 等

④日本食・日本食材等の海外における需要開拓④日本食・日本食材等の海外における需要開拓
－国際ニッポン食品フロンティア構想の推進－－国際ニッポン食品フロンティア構想の推進－

日本食・日本食材等の海外普及を推進し、輸出に向けた基盤づくりを進めます。本食 本食材等 海外普及を推進 、輸出 向け 基盤 くりを進 ます。

・海外の日本食レストランを通じた日本食の普及活動
・日本食材を活用する人材の育成 等
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輸出環境の整備

●食肉、水産物、果実・野菜などは、輸出先国・品目によっては、動植物検疫や食品衛生の観点から、輸出が
禁止されていたり、輸出に当たって厳しい条件が課されている場合が存在。

●このため、輸出の解禁や輸出条件の簡素化に向けて、農林水産省、厚生労働省、自治体等が連携し、相
手国政府との技術的協議を戦略的に推進手国政府との技術的協議を戦略的に推進。

●また、輸出条件の確立後は、相手国の輸出条件に適合させるための取組を支援。

輸出ルールの確認、交渉 輸出条件の確立協議対象国・品目の検討

○輸出相手国の要求事項を確認
○輸出者に過度な負担がかかる

○相手国政府との輸出条件確立
○施設認定等が必要な場合は 国

○全ての国・品目について協議を
並行して実施することは不可能

○輸出者に過度な負担がかかる
ことのないよう、輸出条件につい
て相手国政府と交渉

○施設認定等が必要な場合は、国
内手続について、国内関係者と協
議の上、手続を確立

輸出解禁

行 実施する 不可能
○したがって、輸出ニーズの高い
ものや、早期に解決が図れる見
込みがあるものを優先し、戦略
的な協議を実施

＜近年の主な成果＞
・牛肉の輸出条件の確立

輸出解禁

牛肉の輸出条件の確立
（米国・カナダ向け：平成１７年１２月、香港向け：平成１９年４月、シンガポール向け：平成２１年５月、マカオ向け：平成２１年７月、タイ向け：平成２１年１０月）

・精米の恒常的輸出条件の確立 （中国向け：平成２０年５月）

・水産物の輸出条件の確立
(ロシア向け：平成１９年２月、ノルウェー・スイス向け：平成１９年４月、豪州・ウクライナ・ナイジェリア向け：平成２１年３月）
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・水産物の輸出条件の緩和
（中国向け：平成１８年１１月（試験成績書の有効期間の延長）、ＥＵ向け：平成１９年４月（自治体による輸出証明書発行事務を簡素化）



検疫条件の確認方法

●検疫措置は相手国政府の求める措置であることから、検疫条件の確認に当たっては、相手国政府（在日大
使館や相手国検疫当局）に確認する必要。

●我が国の動物検疫所及び植物防疫所においては、相手国の要求にしたがって輸出検査を実施しており、把
握している情報については ホームページ等にて確認することが可能握している情報については、ホ ムペ ジ等にて確認することが可能。
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諸外国に植物等を輸出する場合の検疫条件一覧（早見表）：貨物編 本表は平成21年7月14日現在の情報に基づくものです。

備　　　考

ー

ツ
州

）
）） む

）

も
の

韓　国 ○ ○ ○ × × × ○ ○*1 × × ○ ○ × × × ○*2 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○*3 ○ ○ ○ ◎ △ △ △

台　湾 ○ ○ ○ ☆ ☆ ○ ○ ○ ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ×*４ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ □ △ △ △

中　国 × × × P × × × × × P × × × × × × × × × × × × × × × × × × ☆ ○ △ △ △ ◎：

香　港 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ △ △

モンゴル □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ △ □ □ □ □ ○：

フ リピン P P P P ◎ ○ P △

輸出相手国

日本で検査を受けて植物検疫証明書を添付す
れば輸出できます。

【表中の記号について】

植物検疫証明書無しで輸出できます。

諸外国に植物等を輸出する
場合の検疫条件一覧
（植物防疫所ＨＰより転載）

フィリピン × × × P P × × × × P × × × × × × × × × × × × × × × × × × P ◎ ○ P △

ベトナム P P P P P P P P P P P P P P P P P P ○ ○ △ ○ P P P P P P □ △ □ □ △ Ｐ ：

タ　イ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △

シンガポール ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ △ △ ☆：

マレーシア ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ △ ◎ △ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ P △ △

インドネシア P P P P P P P P P P P P P P P P P P ○ ○ ○ ○ P ○ P P ○ P △*16 □ P △ △ ×：

ブルネイ P P P P P P P × P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P □ P P △

ド △： 最寄りの植物防疫所におたずね下さい

ア
ジ
ア 特別な検疫条件（二国間合意、栽培地検査等）

を満たしたもののみ輸出できます。詳しくは最寄
りの植物防疫所におたずね下さい。

輸出前に相手国の「輸入許可証」の取得が必要
です。

相手国が輸入を原則禁止しています。

※詳しくは植物防疫所ＨＰを
ご覧下さい。

インド × × P × × × × × P × × × × × × × × × × × × × × × P × × × P ○ △ △ △ △：

スリランカ P P P P P P P × P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P □ P △ △

パキスタン P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P □ △ △ △ □：

アラブ首長国連邦 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ □ P P △

サウジアラビア □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

オマーン □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

バーレーン □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

【EU加盟国】　(平成20年7月現在)

最寄りの植物防疫所におたずね下さい。

不明または相手国の輸出条件に関する情報が
ほとんどありません。

中
東 アイルランド、英国、イタリア、エストニア、

オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、
クウェート □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

カタール □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

EU ○ ◎ △ ○ ○ ◎ ○*５ △ △ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○*15 ◎ ◎ ◎ △*６ △ △

ウズベキスタン P P P P P P P P P Ｐ P P P P P P P P P P P P P P P P P P P ○ ◎*７ △ △

クロアチア ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ △ △

スイス ○ ◎ △ ○ ○ ◎ ◎ ◎ △ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ △ △ △

ノルウェー ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○*８ ◎ ◎ ◎ ◎ ○*８ ◎ ○*８ ◎ ◎ ◎ ○*８ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ △ △ △

欧
州

スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベ
ニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、
フィンランド、フランス、ブルガリア、ベル
ギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビ
ア、リトアニア、ルーマニア、ルクセンブルク
（計２７カ国）
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ロシア P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P ○ P △ △

米国(本土） × P*９ × ☆ × × × ☆ × ☆ P*９ × × × × × × × × × P*９ × ◎ × P*９ P × P*９ ◎ ◎ △ △ △

カナダ ◎ ◎ × ☆ ☆ ◎ ☆ ◎ × ☆ × ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ P ◎ ◎ P P P P P P ◎ ◎ △ △ △

チリ P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P □ ○*12 △ △

ブラジル △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ P △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

オーストラリア ☆ ☆ × ☆ × × × × × ☆ × × × × × × × × × × × × × × × × × × ◎*13 ◎ ○*14 △ △

ニュージーランド × × × × × × × ☆ × ☆ × × × × × × × × × × × × × × ☆ × × × ◎ ◎ × △ △

大
洋
州

北
米
・
中
南
米



品目、国・地域別の戦略的な輸出対策

●農林水産物等 輸出に当た 必要となる情報やノウ ウは 対象国 対象品目によ 様々●農林水産物等の輸出に当たって、必要となる情報やノウハウは、対象国・対象品目によって様々。

●「我が国農林水産物・食品の総合的な輸出戦略」においては、１１の主要品目それぞれについて工程表を策
定するとともに、重点的に輸出促進を図る「重点個別品目／重点国・地域」や、さらに集中的に支援措置を実
施する「特定重点品目／特定重点地域」を設定し、各種輸出促進施策を重点的に実施。施する 特定重点品目／特定重点地域」を設定し、各種輸出促進施策を重点的に実施。

重点個別品目／重点国・地域

韓 中 台 香
ベ
ト タ

シ
ン
ガ

マ
レ
ー

フ
ィ
リ

イ
ン
ド

イ
ン

サ
ウ
ジ
ア

オ
マ

ア
ラ
ブ
首

ノ
ル
ウ

デ
ン
マ

英
オ
ラ

ベ
ル

フ
ラ

ド
イ

ス
ペ

イ
タ

ロ
シ

オ
ー
ス

チ

ェ

カ
ナ

米
メ
キ

エ
ジ

ガ
ー

南
ア
フ
リ

オ
ー

ス
ト

ニ

ュ
ー

ジ

大洋州

重
点
国

アジア州 北アメリカ アフリカ州ヨーロッパ州
特定重点品目／特定重点地域

○東アジア向け 米・野菜・果実・木材
○東南アジア向け 食肉・水産物
○北米向け 食肉・茶・水産物

韓
国

中
国

台
湾

香
港 ナ

ム
イ ポ

ー
ル

ー

シ
ア

リ
ピ
ン

ネ
シ
ア

ン
ド

ア
ラ
ビ
ア

ー

ン

首
長
国
連
邦

ウ

ェ
ー

マ
ー

ク

英
国

ラ
ン
ダ

ギ
ー

ラ
ン
ス

イ
ツ

イ
ン

リ
ア

シ
ア

ト
リ
ア

ェ
コ

ナ
ダ

米
国 シ

コ
プ
ト

ー

ナ

リ
カ
共
和
国

ト
ラ
リ
ア

ジ
ー

ラ
ン
ド

米・米加工品 米 ○ ○ ○ ○ ○ 5

加工米飯 ○ ○ 2

野菜・野菜加工品 ながいも △ ○ ○ ○ ○ 5

いちご △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7

メロン △ ○ ○ ○ ○ 5

かんしょ ○ ○ ○ 3

キャベツ ○ ○ ○ 3

だいこん ○ ○ 2

レタス ○ 1

果実・果実加工品 りんご △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7

なし △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8

国
数

○中東向け 加工食品
なし △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8

もも △ ○ ○ ○ ○ ○ △ 7

みかん △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 10

ぶどう △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 8

かき △ ○ ○ ○ ○ △ 6

花き 鉢物類 ○ ○ ○ ○ 4

盆栽類 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6

植木類 ○ ○ ○ ○ 4

苗物類 ○ ○ ○ 3

切り花類 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6

牛乳・乳製品 アイスクリーム ○ 1

チーズ ○ ○ ○ 3

牛乳 ○ ○ ○ 3

各種輸出促進施策の実施において

食肉・食肉加工品その他畜産品 牛肉 △ △ ○ △ ○ △ ○ △ △ ○ ○ △ △ 13

鶏肉 △ ○ ○ 3

豚肉 ○ ○ ○ 3

鶏卵 ○ ○ 2

茶 緑茶 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7

ほたて貝 ○ ○ ○ ○ 4

さば(生鮮・冷凍） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7

水産物・水産加工品 干しなまこ ○ ○ ○ 3

かつお（冷凍） ○ ○ ○ ○ 4

さけ(冷凍） ○ ○ ○ 3

貝柱調製品 ○ ○ ○ 3

魚肉かまぼこ・練り製品 ○ ○ ○ 3

す うだ 生鮮 ○

優先的に配慮
すけとうだら（生鮮） ○ 1

さんま（冷凍） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7

ぶり類（生鮮・冷凍） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8

たい（活魚・冷凍） ○ 1

錦鯉 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 18

のり（干し、焼き、味付け） ○ ○ ○ ○ ○ 5

魚缶詰 ○ ○ ○ 3

特用林産物 生鮮きのこ ○ ○ ○ ○ 4

木炭 ○ ○ 2

乾しいたけ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6

加工食品 清涼飲料水 ○ ○ ○ 3

チョコレート ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6

キャンディー ○ ○ 2
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キャンディ ○ ○ 2

米菓 ○ ○ ○ 3

乾麺 ○ ○ ○ ○ 4

ごま油 ○ ○ ○ 3

みそ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7

チューインガム ○ ○ ○ 3

木材 製材 ○ ○ 2

加工材 ○ ○ 2

12 30 35 35 4 16 17 3 4 2 1 3 1 9 1 1 2 6 2 8 6 1 3 11 1 1 7 22 1 1 1 1 5 1 254
　注：○は輸出が可能なもの、△は輸出解禁を要請中のもの

重点個別品目数



知的財産の保護について

●中国 台湾等 お 本 地名等が商標登録出願される事例が散見 我が国 農林水産物等を海外●中国、台湾等において、日本の地名等が商標登録出願される事例が散見。我が国の農林水産物等を海外
で販売するに当たっては、事前の予防策と適切な対応措置が必要。

●農林水産省においては、平成２１年６月に農林水産知的財産保護コンソーシアムを立ち上げ、海外での知
的財産権取得や不当な商標出願等について、情報把握と共同対応を行う体制を構築。的財産権取得や不当な商標出願等について、情報把握と共同対応を行う体制を構築。

事業受託会社(トムソン・ロイター)
◇「農林水産知的財産保護コンソーシアム」の事務局
◇都道府県等の負担による監視業務の実施

中国、台湾にお
ける商標監視

実施

◇都道府県等の負担による監視業務の実施
◇知的財産に関する地方相談会の実施補助金

（定額）
農林水産省

ける商標監視

地方相談会
（弁護士等派遣）

海外現地調査

（市場調査を現地法
メンバー

農林水産知的財産保護コンソーシアム（６月１９日設立）

（弁護士等派遣）

結果報告等
●関心のある地方自治体 （市場調査を現地法

律事務所等に委託）

※ 監視業務に係る費用は 都道府県等利害

●関心のある地方自治体
●全中、全農、ジェトロ等の関係団体
●大学教授、弁護士、日本弁理士会等

※ 監視業務に係る費用は、都道府県等利害
関係者が分担。

国の補助金は、調査にかかる契約、地方
相談会開催等の事務費用に充当。
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我が国農林水産物の知的財産面での取組強化により日本ブランドの海外展開を実現



意欲ある農林漁業者等に対する支援

●輸出意欲のある農林漁業者等の活動に対して、様々な事業者支援活動を展開。

○国内外バイヤーとの商談機会の提供○丁寧な相談体制の充実

▲国内展示・商談会の開催 ▲海外の食品見本市等における▲独立行政法人日本貿易振興機構▲輸出の「ヒント集」や調査報

○意欲ある農林漁業者等の事業活動に対する支援

▲国内展示・商談会の開催
（輸出オリエンテーションの会）

▲海外の食品見本市等における
日本パビリオンの出展

○セミナー等を通じた市場動向等の提供

▲独立行政法人日本貿易振興機構
（ジェトロ）との連携

▲輸出の「ヒント集」や調査報
告書の公表、情報提供
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▲ＷＥＢサイトやメールマガジ
ンによる情報提供

▲海外のスーパー等における
試食会の開催、市場調査

▲海外バイヤー等の産地への
招へい

▲海外マーケットセミナーの開催
（輸出オリエンテーションの会）



日本食・日本食材等の海外における需要開拓

●海外では日本食がヘルシーな料理として認知され、日本食レストランも多く存在するが、我が国の食材に対
する知識が十分に広まっているとは言い難い状況。

●このため、日本食材の調理方法等も含め、日本食のＰＲを展開し、海外における日本食材の需要を喚起。

○在外公館等における日本食・日本食材のＰＲ
（「ＷＡＳＨＯＫＵ Ｔ Ｊ ’ Ｇ ｄ Ｆ ｄ」事業）（「ＷＡＳＨＯＫＵ－Ｔｒｙ Ｊａｐａｎ’ｓ Ｇｏｏｄ Ｆｏｏｄ」事業）

○日本食・日本食材ＰＲパンフレット
「Ｔｈｅ Ｆｏｏｄ ｏｆ Ｊａｐａｎ」の制作 配布「Ｔｈｅ Ｆｏｏｄ ｏｆ Ｊａｐａｎ」の制作、配布
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世界が認める日本食１５０～豊かな食で世界の人々を幸せに～

●日本食１０選
日本食材をＰＲするシンボルとして、多様な日本料理等の中から代表

的な１０種類を「日本食１０選」として選定し、その素材や調味料、提供
方法も含めて発信しています。

●加工食品４０選
賞味期限が比較的長く、今後海外への輸出が期待される加工食品について、

コンテスト方式で４０点を選定し、国内関係者の参考事例として紹介しています。コンテスト方式で４０点を選定し、国内関係者の参考事例として紹介しています。

●輸出取組事例１００

▲紀北川上農協「あんぽ柿」 ▲谷八「もちもちロール」

●輸出取組事例１００
全国各地で輸出に取り組む方々の参考としていただくため、輸出の

取組を１００事例収集し、苦労した点や工夫した点、輸出のメリット、
今後の展望などとあわせて紹介しています。今後の展望などとあわせて紹介して ます。
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日本食レストランの海外普及について

●日本食レストランの海外普及に向けては、ＮＰＯ法人日本食レストラン海外普及推進機構（ＪＲＯ）が中心とな
り各種活動を展開。農林水産物等の輸出促進にも貢献。

○ＮＰＯ法人日本食レストラン海外普及推進機構（ＪＲＯ）の概要○ＮＰＯ法人日本食レストラン海外普及推進機構（ＪＲＯ）の概要
設立 ： 平成１９年７月
理事長 ： 茂木 友三郎 農林水産物等輸出促進全国協議会 会長
支部 ： １４都市 （平成２１年７月現在）

（台北、上海、バンコク、ロンドン、アムステルダム、ロサンゼルス、モスクワ、スイス、ニューヨーク、
シンガポール、ソウル、ローマ・ミラノ、パリ、香港）

活動内容 ： 現地関係者の組織化の支援、日本食の調理技術普及のための講習会の実施 等

○「いわゆる日本食レストラン」の展開状況

【中東】

【欧州】
約2,000店

【ロシア】
約500店

【北米】
約 店

【アジア】
約6,000～9,000店

【中東】
約100店

【中南米】

約10,000店
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▲パリ支部設立説明会（平成２１年７月） 資料：農林水産省推計

【オセアニア】
約500～1,000店

【中南米】
約1,500店



輸出促進の推進体制（農林水産物等輸出促進全国協議会）

●我が国の高品質で安全な農林水産物･食品の輸出を一層促進するため、関係者が一体となった取組を推
進することを目的に、農林水産物等輸出促進全国協議会を設立（平成１７年４月２７日）。

●農林水産団体、食品産業･流通関係団体、外食・観光関係団体、経済団体、４７都道府県知事、関係省庁で
構成 事務局は農林水産省大臣官房国際部輸出促進室構成。事務局は農林水産省大臣官房国際部輸出促進室。

《これまでの取組》

平成１７年４月２７日 設立総会

・「我が国農林水産物等の輸出促進基本戦略」の
了承 等

平成１８年５月３１日 総会
・日本食海外普及功労者表彰 等

平成１９年５月２５日 総会

・「我が国農林水産物・食品の総合的な輸出戦略」
の了承 等

平成２０年６月２０日 総会
・ 「ニッポン食の親善大使」就任式 等
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※平成２１年６月２９日総会の模様
（茂木会長（キッコーマン株式会社代表取締役会長ＣＥＯ）より挨拶）

平成２１年６月２９日 総会
・世界が認める日本の食１５０の発表 等



輸出促進の推進体制（地域輸出促進協議会）

●各地方農政局等が事務局となり、関係省庁の地方支部局、地方公共団体、（独）日本貿易振興機構（ＪＥＴＲ
Ｏ）、動植物検疫所等を構成員とする地域輸出促進協議会を設置。地域の先駆的事例の情報収集、地域の
課題・ニーズの吸い上げなど、地域で支援する体制を整備。

北海道農政推進連絡会議

東北地域農林水産物等輸出促進協議会
成 年 設立 東北農政局）

北海道農政推進連絡会議
農林水産物等輸出促進部会

平成１９年５月１７日設立(北海道開発局）

北陸地域農林水産物等輸出促進連絡協議会
成 年 設立 北陸農政局） 平成１７年９月６日設立 (東北農政局）

農林水産物等輸出促進関東地域協議会
平成１９年９月２８日設立 (関東農政局）

中国四国地域農林水産物等
輸出促進協議会

平成１９年６月２５日設立 (北陸農政局）

東海地域農林水産物等輸出促進協議会
平成１９年９月６日設立 (東海農政局）

九州農林水産物等輸出促進ネットワーク
平成１９年１０月３１日設立 (九州農政局）

輸出促進協議会
平成２０年６月１７日設立 (中国四国農政局）
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近畿地域農林水産物等輸出促進協議会
平成１９年８月２４日設立 (近畿農政局）

沖縄地域農林水産物等輸出促進協議会
平成１９年７月１９日設立 (沖縄総合事務局）



輸出促進の推進体制（農林水産省、関係省庁）

●農林水産物等の輸出に関する 元的な窓口として 農林水産省大臣官房国際部輸出促進室を設置●農林水産物等の輸出に関する一元的な窓口として、農林水産省大臣官房国際部輸出促進室を設置。
●農林水産省内の関係部局や、関係省庁等とも連携し、輸出促進の各種取組を推進。

全体統括全体統括
（大臣官房国際部輸出促進室）

関係省庁 食品衛生
（厚生労働省）

貿易管理
（経済産業省）

酒類産業
（国税庁）

農林水産省内関係課

観光魅力の海外発信
（観光庁）

在外公館、対日理解増進
（外務省）

品目ごとの輸出促進担当課

米 米加工品 水産物 水産加工品

農林水産省内関係課

動物検疫
（消費・安全局動物衛生課）

米、米加工品
（総合食料局食糧貿易課）

野菜・野菜加工品
（生産局生産流通振興課）

牛乳・乳製品
（生産局牛乳・乳製品課）

食肉・食肉加工品その他畜産品

特用林産物
（林野庁経営課）

水産物・水産加工品
（水産庁加工流通課）

植物防疫
（消費・安全局植物防疫課）

果実・果実加工品
（生産局生産流通振興課）

花き

食肉・食肉加工品その他畜産品
（生産局食肉鶏卵課）

茶
（生産局生産流通振興課）

加工食品
木材

知的財産保護
（生産局知的財産課）

日本食レストランの海外普及
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花き
（生産局生産流通振興課）

食
（総合食料局食品産業企画課） 木材

（林野庁木材利用課）

日本食レストランの海外普及
（総合食料局食品産業振興課）



農林水産物等の輸出取組事例

ぼ
●北海道：ホタテ貝（米国、ＥＵ）

●北海道 さけ（中国）

●北海道：かぼちゃ（韓国）

●北海道：ワイン（台湾、香港）
●北海道：米・ほしのゆめ（台湾）

●北海道：さけ（中国）
●北海道：ながいも（台湾、米国）

●北海道：枝豆（米国、香港）
●北海道：鶏卵（香港）

●北海道：牛乳（香港、台湾）

●北海道：こんぶ（米国、ＥＵ）

●北海道：すけとうだら（韓国）

●北海道：牛乳（香港、台湾）

●青森県：ホタテ貝（中国）

●青森県：りんご（中東、ロシア等）

●青森県：ながいも（米国）

●青森県 り （中東、 シア等）

●岩手県：さんま等（東南アジア等）

●秋田県：ぶどうジュース（香港）

●秋田県：米粉麺（香港、台湾等）

●岩手県：りんどう（オランダ）

●岩手県：あわび、なまこ（中国）

●山形県：豚肉（香港）

●山形県：りんご（台湾、タイ）

●宮城県：豚肉（香港）

●宮城県：納豆（米国）

●宮城県 さんま等（香港 台湾等）

●福島県：ラーメン等（中国、台湾）

●福島県：もも（台湾、シンガポール）

-18-

●宮城県：さんま等（香港、台湾等）

●宮城県：米・ササニシキ（香港）
●新潟県：なし（台湾）

●新潟県：錦鯉（香港、ＥＵ）
資料：輸出取組事例１００（平成２１年６月）より



農林水産物等の輸出取組事例

●栃木県 米 なすひかり（香港）

●群馬県：白菜、りんご（香港）

●群馬県：牛肉（米国、香港、カナダ）●長野県：レタス（台湾）

●長野県：ミニトマト（香港）

●長野県：米・キヌヒカリ（台湾）

●栃木県：米・なすひかり（香港）

●栃木県：なし、いちご（香港）

●栃木県：牛肉（米国）

●長野県：なし（台湾、香港、中国）

●長野県：干し柿（台湾）

●長野県：ミニトマト（香港）

●茨城県：ビール（米国、ＥＵ）

●栃木県：牛肉（米国）

●栃木県：漬物（香港、台湾、韓国）

●長野県：干し柿（台湾）

●富山県：なし（ＵＡＥ）

●石川県：なし（台湾）

●栃木県、埼玉県：盆栽（ＥＵ）

●千葉県：野菜（香港、シンガポール）●福井県：米、すいか（香港、台湾）

●岐阜県：柿、牛肉（香港）

●千葉県：果物（香港、タイ）

●千葉県：水産物（香港、タイ）

●愛知県：柿、メロン（香港、台湾）

●愛知県：いちじく、いちご（タイ）

●東京都 日本酒（中国 米国）

●神奈川県：みかん（カナダ）

●山梨県：もも、干し柿（台湾）●静岡県：いちご（タイ）

●愛知県：佃煮（台湾、香港）
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●東京都：日本酒（中国、米国）
●静岡県：みかん（カナダ、米国）

●静岡県：緑茶（米国）

資料：輸出取組事例１００（平成２１年６月）より



農林水産物等の輸出取組事例

●鳥取県：なし（台湾、香港、米国）
●滋賀県：米・ひのひかり（台湾等）

●兵庫県：ワイン（中国、香港）
●鳥取県：柿（タイ、台湾）

●兵庫県：佃煮（タイ、台湾等）

●兵庫県：パスタソース等（香港等）
●鳥取県：梨酢（台湾）

●岡山県：日本酒（米国、カナダ等）

●京都府：緑茶（台湾、米国、カナダ）

●大阪府：ぶどう（香港）

●島根県：米・こしひかり（台湾）

●広島県：なし、ぶどう（台湾、香港）

●三重県：豆腐（韓国等）

●奈良県：柿（台湾、香港、タイ）

●山口県：ふぐ（米国）

●山口県：魚肉ソーセージ（香港）

●香川県 いちご（台湾 マレ シア）
●和歌山県：もも（台湾、香港）

●和歌山県：柿（香港、台湾）

●香川県：いちご（台湾、マレーシア）

●香川県：みかん（カナダ）

●香川県：盆栽、植木（台湾、米国等）

●徳島県：いか（中国、香港）
●香川県：みかん（カナダ）

●愛媛県：柿等（タイ）

●愛媛県：乾燥小魚（韓国）

●高知県：グロリオサ（中国）

●高知県：日本酒（米国 ＥＵ等）
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●愛媛県：はまち（タイ）

●高知県：日本酒（米国、ＥＵ等）

資料：輸出取組事例１００（平成２１年６月）より



農林水産物等の輸出取組事例

●福岡県：いちご（香港 台湾） ●大分県：なし（台湾）●福岡県：いちご（香港、台湾） ●大分県：なし（台湾）

●大分県：ぶり（米国、中国）●福岡県：緑茶（ＥＵ、米国）

●佐賀県：はまち（中国） ●大分県：乾しいたけ（タイ）

●佐賀県：なし（中国）

●長崎県：まぐろ、ぶり等（中国）

●宮崎県：スギ（中国、韓国）

●鹿児島県：かんしょ（香港）

●熊本県：いちご（香港、台湾等）

●熊本県：みかん（香港、台湾等） ●鹿児島県：ぶり（米国、台湾、ＥＵ）

●鹿児島県：かぼちゃ（香港）

●熊本県：メロン（香港、台湾等）

●熊本県：大葉（香港、米国等）

●鹿児島県：緑茶（香港、ドイツ）

●鹿児島県：牛肉（香港、米国）

●鹿児島県：豚肉（香港）

●鹿児島県：かんぱち（ＵＡＥ、香港）

●沖縄県：モズク（中国）

●沖縄県：ゴーヤ、パイン等（香港）

-21-資料：輸出取組事例１００（平成２１年６月）より



ホームページ・メールマガジンのご紹介

最新 情報 農林水産省 輸出促進対策 ホ ジからご覧 ただく とが きます●最新の情報は、農林水産省の輸出促進対策のホームページからご覧いただくことができます。
http://www.maff.go.jp/j/export/index.html

●メールマガジンでは最新情報をタイムリーに発信しております。ぜひご登録下さい。

●メールマガジンの配信を希望される方は、こちらから登録できま
す。

●各種事業に関する募集の開始など、新着情報はこちらに随時掲
載されます。

●この説明資料の最新版はこちらから入手できます。

●その他、農林水産物等の輸出に役立つ情報が満載です。
「輸出促進」で検索して下さい。

輸出促進 検索
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